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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
官
吏
服
務
紀
律
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
（
国
会
及
び
裁
判
所
の
国
家
公
務
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
官
吏
服
務
紀
律
（
明
治
二
十
年
勅

令
第
三
十
九
号
）
の
適
用
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
官
職
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、
検
査
官
、
内
閣
法
制
局
長
官
、
内

閣
官
房
副
長
官
、
政
務
次
官
、
内
閣
総
理
大
臣
等
の
秘
書
官
、
公
正
取
引
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
、
宮
内
庁
長
官
、
侍

従
長
、
侍
従
、
特
命
全
権
大
使
並
び
に
特
命
全
権
公
使
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
う
ち
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
直
接
の
適
用
を
受
け
ず
、
か
つ
、
官
吏

服
務
紀
律
の
適
用
を
受
け
な
い
と
解
さ
れ
る
官
職
は
、
特
別
職
の
う
ち
、
一
に
つ
い
て
で
掲
げ
る
官
職
及
び
人
事
官
を
除
く

す
べ
て
の
官
職
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

閣
僚
及
び
政
務
次
官
に
つ
い
て
は
、
就
任
時
に
在
任
期
間
中
の
株
取
引
等
の
自
粛
、
営
利
企
業
に
つ
い
て
の
兼
職
禁
止
等

の
申
合
せ
を
し
て
い
る
。

一



四
に
つ
い
て

官
吏
服
務
紀
律
の
各
条
項
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

官
吏
服
務
紀
律
は
既
に
失
効
し
て
い
る
た
め
、
現
在
同
勅
令
を
直
接
所
管
す
る
大
臣
は
存
し
な
い
。

六
に
つ
い
て

官
吏
服
務
紀
律
に
違
反
す
る
事
案
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
そ
の
動
機
、
態
様
、
結
果
、
社
会
に
与
え

る
影
響
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
適
切
に
対
処
す
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


